
戸建住宅地

中規模一般住宅の多
い住宅団地（泉北団
地）

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 100 80 80 戸建住宅地

-

(都)１低専(50,80)

　アウトレット、企業誘致及び県最大級のイオンの進出等、雇用
面では明るい展望。住宅団地が売れ残る一方市街地の小規模分譲
は好調。

　熟成した住宅団地で、価格形成に影響を及ぼす地域要因の変化
は見られない。

　個別的要因に変動はない。

　近隣地域は、戸建住宅が建ち並ぶ市街地に比較的近い熟成した住宅団地であり、開発後相当期間が経過しており原価法の
適用はできなかった。また中古戸建住宅の自用目的売買が取引の中心となっており、収益物件としては転勤等に伴う一時的
な戸建住宅の賃貸が殆どであり、賃貸市場は未熟成であることから、収益還元法は採用しなかった。よって比準価格を採用
し、指定基準地並びに公示地との価格均衡に留意し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　土岐市郊外に位置する熟成した住宅団地である。地価は、団地住民の高齢化等の影響もあり、全般的に土地需要は低迷し
ており、下落傾向を辿ってきた。暫くは弱含み傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 29,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

28,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.3

+6.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

土岐市駅
北西 2.9km

土岐市
2.9km

(8)

南6m市道

(都)１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

246

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

29,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3 ％ ％

103.5 ］

99.9［ ］ 107.0［ ］

104.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

土岐市泉が丘町６丁目９４番

+7.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

28,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

土岐 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.5

+6.0

+34.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

39,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

144.2 ］

99.7［ ］ 107.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 7月 1日 正常価格

平成 28年 7月 15日平成 28年 7月 1日

7,110,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、ＪＲ中央線沿いの土岐市郊外の住宅団地を中心に、隣接瑞浪市・多治見市の住宅団地等をも包含する。需
要者の中心は従来は県外及び市外からの転入者もみたが、近年は市内居住者に変化しつつある。土岐市駅徒歩圏内の住宅地
の需要事情は強含みの傾向にあるが、利便性に劣る郊外の住宅団地は、依然弱含みである。需要の中心価格帯であるが、既
成住宅団地のため、中古戸建住宅が中心で、概ね７００万円～８００万円程度での取引が見られる。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

土岐（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

土岐（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



低層住宅地

一般住宅の多い街区
整備された住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 40 20 低層住宅地

-

(都)１住居(70,200)

郊外の住宅団地が売れ残るが、中心部の小規模分譲は好調。アウ
トレット、イオン及び工場団地の企業誘致等雇用面に明るい展望
がある。

街区整然とした閑静な住宅地で、価格形成に影響を及ぼす地域要
因の変化は見られない。

個別的要因に変動はない。

街区整然とした既成住宅地域で、土岐市中心部に比較的近いことから一部アパート等の収益物件も存するが、自用目的の取
引が中心であり、土地価格に見合う賃料水準が未成熟のため、収益価格はやや低く試算された。一方、比準価格は多数の取
引事例を収集し、類似の国道１９号以北の既成住宅地の事例を選択しており、実証的で信頼性は高い。よって、比準価格を
標準に、収益価格を参考に、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

土岐市内にあって、街区整然とした住宅地域である。国道１９号及び同２１号線の背後にも位置し、利便性に富む住宅地域
であるとも言える。地価としてもここ数年、安定化傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 41,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

41,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+4.0

+29.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

土岐市駅
北東 1.5km

土岐市
1.5km

(8)

南8m市道､
西側道

(都)１住居
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

(70,200)

近隣地域は、ほぼ土砂災警
戒区域に存する地域である
。

基準方位　北８ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

254

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.5  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

41,200 円／㎡

24,500 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

51,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

132.8 ］

100.5［ ］ 105.1［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

土岐市泉中窯町３丁目３６番

+3.0

+2.0

方位

角地

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

41,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

土岐 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.5

-3.1

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

39,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

99.2 ］

99.7［ ］ 105.1［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 24日 正常価格

平成 28年 7月 3日平成 28年 7月 1日

10,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 41,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

31,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、土岐市内の既成住宅地域で、土岐市駅利用を前提とする地域であり、主な需要者は土岐市在住者である。土
岐市内にあっても利便性に優れた市中心部に人口が移動しつつあり、土岐市駅徒歩圏内での不動産の価格は比較的安定して
いる。しかし、近隣地域は市内の中心地とは国道１９号により分断されており、やや利便性に劣り、近年は土岐市駅徒歩圏
外での大量分譲中の低廉宅地の影響も受けて、土地のみで、６０坪、８５０万円弱程度に減退している。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

土岐（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

土岐（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

東濃不動産鑑定事務所

牧野　信人



低層住宅地

農地の中に一般住宅
、農家住宅等が散在
する住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 50 160 50 低層住宅地

-

(都)(60,200)

　人口は微減傾向、高齢化率は上昇。中心市街地の地価は堅調で
あるのに対し郊外住宅地は弱含み。隣接愛知県側の動向には留意
される。

　既存の家屋が散在し、隣接して多くの農地が残存する地域であ
る。地域動向について特記すべきものはない。

　個別的要因に変動はない。

　比準価格は、土岐市南部及び隣接市の既存集落のほか、同一需給圏内で比較的規範性の高い既成市街地も含めて広域的に
収集した事例を選択して求めたもので、その代替性において難のない価格である。一方、収益価格は近隣地域が農家集落を
主体としており、賃貸住宅が殆ど見受けられない地域であるため、適用を断念した。従って、比準価格を標準に、表記の通
り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　旧来からの農家集落を主体とした住宅地域で、鶴里町中心部周辺地域に存する。地域特性から地縁的選好性が強い地域で
大きな変化は見込めない。地価は、今後もやや下落基調での推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 9,310 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

土岐市駅
南東 14km

土岐市
14km

(8)

北東4.7m県道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

鶴里支所周辺の住宅地域 基準方位　北　　
４．７ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

419

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

9,260 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

土岐市鶴里町柿野字仲田１２４５番２外

-2.0

0.0

形状

方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 7月 1日 正常価格

平成 28年 7月 15日平成 28年 7月 1日

3,880,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 9,260 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、土岐市南部の鶴里町・曽木町の旧集落を中心に肥田町・駄知町、さらには下石町・妻木町の一部に多治見
市笠原町及び瑞浪市の一部を含めた住宅系の地域を把握する。需要者層は市内在住者等で世帯分離や買換えを目的とした地
縁的選好性の高い勤労者層・自営業者が中心である。最多価格帯は更地で２００万～３００万円、土地・新築建物一体で１，
８００万～２，０００万円程度と思料する。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

土岐（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

土岐（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



低層住宅地

住宅の外、アパート
等が混在する街区整
然とした住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 100 20 低層住宅地

-

(都)１住居(60,200)

郊外の住宅団地が売れ残るが、中心部の小規模分譲は好調。アウ
トレット、イオン及び工場団地の企業誘致等雇用面に明るい展望
がある。

利便性に富む市街地内の住宅地で、価格形成に影響を及ぼす地域
要因の変化は見られない。

個別的要因に変動はない。

利便性に富む住宅地域で、土岐市中心部に比較的近いことから一部アパート等の収益物件も存するが、自用目的の取引が中
心であり、土地価格に見合う賃料水準が未成熟のため、収益価格はやや低く試算された。一方、比準価格は多数の取引事例
を収集し、類似の既成住宅地の事例を選択しており、実証的で信頼性は高い。よって、比準価格を標準に、収益価格を参考
に、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

農地、未利用地等の低利用地は、徐々に宅地化が進行、中心市街地へのアクセス良好な住宅地域である。地価は若干である
が、やや弱含み傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 39,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

39,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.5

+5.7

+8.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

土岐市駅
東 1.7km

土岐市
1.7km

(8)

南東5.5m市道

(都)１住居
(60,200)

（その他）　　　　

近隣地域は、周知の埋蔵文
化財包蔵地内に存する。

基準方位　北５．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

180

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,600 円／㎡

17,900 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

46,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3 ％ ％

117.6 ］

100［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

土岐市肥田浅野双葉町２丁目８番２

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 24日 正常価格

平成 28年 7月 3日平成 28年 7月 1日

7,130,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 39,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

31,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、土岐市駅利用を前提とする土岐市内の既成住宅地域で、主とした需要者は土岐市居住者である。需要者は、
同市居住の３０代を主体とする一次取得者層が中心。市場の特性としては、地縁性に拘らない新興住宅が多く見られる住宅
地域である。利便性及び住環境等も良好なことから需給は安定しており、当分の間市場は大きな変化なく推移するものと予
測される。土地は７００万円程度、新築の戸建物件は２，５００万円程度が需給の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

土岐（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

土岐（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

東濃不動産鑑定事務所

牧野　信人





低層住宅地

一般住宅のほか小売
店舗、陶磁器工場が
見られる混在住宅地
域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 50 100 低層住宅地

-

(都)準工(60,200)
土砂災警戒区域

　人口は微減傾向、高齢化率は上昇。中心市街地の地価は堅調で
あるのに対し郊外住宅地は弱含み。

　地場産業である陶磁器産業は退潮気味である。

　個別的要因に変動はない。

　アパート等の収益物件は小規模のものが散見され収益価格も求めたが、傾向的には供給過多の中、投資効率は相対的に低
く、支払賃料も他との競争下、下落気味で、求めた収益価格は低位となった。地域の通常取引は自用目的の戸建住宅地等の
取引が中心である。従って本件は、実際の取引の場で形成され実証性に優れる比準価格を標準として、収益価格を参考に止
め、指定基準地並びに公示地との価格均衡に留意し、鑑定評価額を表記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

　土岐市南西部郊外にあって、事業所等も混在する、熟成した旧来からの既成の混在住宅地域である。今後も現状維持での
静態的な土地利用を継続するものと判断する。地価も弱含み横這いでの推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 20,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

19,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+7.5

+35.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

土岐市駅
南東 7.3km

土岐市
7.3km

(8)

東7m市道

(都)準工
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災警戒区域

特にない 基準方位　北　７
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

208

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 210  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

19,700 円／㎡

10,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

29,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.0 ％ ％

143.7 ］

99.9［ ］ 101.0［ ］

104.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

土岐市駄知町字柿添２３８５番２

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

19,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

土岐 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.5

+18.2

+36.0

0.0

+25.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

39,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

197.9 ］

99.7［ ］ 101.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 7月 1日 正常価格

平成 28年 7月 15日平成 28年 7月 1日

4,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 19,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、土岐市駄知地区を中心とする、概ね土岐市南部の住宅地域及び用途の混在した地域と把握する。主たる需
要者は地縁性を有する個人、個人事業者、法人が大半である。窯業を地場産業とする事業所等も混在する旧来からの特性を
残した地域であるが、市郊外にあって当該地域に対する選好性は相対的に弱く、需給は弱含みである。なお需要の中心とな
る価格帯は、土地（２００㎡程度の宅地）のみで総額４００万円前後と思料する。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

土岐（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

土岐（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



低層住宅地

未利用空地も多い中
に、店舗、住宅等が
見られる混在住宅地
域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 20 100 50 低層住宅地

-

(都)準工(60,200)
土砂災警戒区域

郊外の住宅団地が売れ残るが、中心部の小規模分譲は好調。アウ
トレット、イオン及び工場団地の企業誘致等雇用面に明るい展望
がある。

幹線背後の街区整然とした混在地で、価格形成に影響を及ぼす地
域要因の変化は見られない。

個別的要因に変動はない。

幹線道路及びＩＣへのアクセスが比較的良好な住商混在地域で、一部アパート等の収益物件も存するが、取引は自用目的が
中心であり、土地価格に見合う賃料水準が未成熟のため、収益価格はやや低く試算された。一方、比準価格は多数の取引事
例を収集し、類似の土岐市郊外の住商混在地及び住宅地の住宅地の事例を選択し、実証的で信頼性は高い。よって、比準価
格を標準に、収益価格を参考に、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

相当以前に区画整理の完了した地域であるが、未利用地及び低利用地が散見される地域である。郊外で近年建設された大型
店舗群に比較的近く、地価はほぼ安定している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 33,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.2

-13.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+4.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

土岐市駅
南 3.3km

土岐市
3.3km

(8)

西7m市道

(都)準工
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位　北７ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

237

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,100 円／㎡

16,400 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

29,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

84.6 ］

99.9［ ］ 100［ ］

104.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 20日　提出

宅地-1

土岐市土岐口南町３丁目８番

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

33,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

土岐 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.5

+8.7

+9.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

39,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

117.2 ］

99.7［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 24日 正常価格

平成 28年 7月 3日平成 28年 7月 1日

7,840,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

26,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、郊外の街区整然とした住商混在地であり、主な需要者は土岐市及び隣接市町在住者である。市内にあって利
便性に優れた中心部に人口が移動し、駅徒歩圏内での不動産の価格は安定化しているが、近隣地域は郊外に存し、地価はほ
ぼ安定している。郊外型大型モール店舗へのアクセルは比較的良好な地域でる。背後の幹線道路の商況は、停滞気味だが、
未利用地の宅地転用が期待できる。市場の需要の中心となる価格帯は、土地は８００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

土岐（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

土岐（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

東濃不動産鑑定事務所

牧野　信人






